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Ⅰ．試験・講習会・研修会等のご案内
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平成30年度前期の講習会を６月上旬開講（予定）致します。つきましては、受付を下記
のとおり行いますので期日までに、申込書に必要事項を記入のうえ振興会教育課までお申
込みください。

記

自動車整備士講習会開催のご案内

１．受付種類
松山本教場　三級自動車シャシのみ募集
他教場　　　全ての種類募集

２．受付期間 平成30年４月９日（月）～４月20日（金）

３．受付場所 振興会教育課

４．申込みに必要な
　　書類

①　受講申込書
②　整備作業実務経験証明書
③　二級及び特殊整備士を受講する者は、既に取得している整備

士合格証書（証明書）の写し
④　実務経験の短縮等、学歴資格については、それを証する書面

の写し

５．受講料（会員）
二級 ￥63,000－
三級 ￥60,000－
上記以外の種類　￥63,000－（組合員）

６．テキスト料（約）
二級 ￥6,000－
三級 ￥7,500－
上記以外の種類　￥10,000（組合員）

７．講習場所 松山、新居浜、今治、西予（宇和町）、南予（吉田町）の各教場

８．講習期間 平成30年６月上旬～平成30年９月下旬

※（１）受講申込書及び整備作業実務経験証明書は、整備情報誌をコピーするか、振興会
７番窓口（無料）又は、ホームページ（http://www.easpa.jp）から印刷して
ください。

（２）受講申込書の希望教場欄には、第三希望までご記入ください。 
尚、第二、第三希望がない場合には、「なし」とご記入ください。

（３）申込者が少ない場合は、開講出来ない教場・種類がありますので、ご承知置きく
ださい。

（４）申込みされた方には、講習会の詳細が決まり次第ご連絡致します。（５月18日頃）
（５）受講料及びテキスト料は、（３）の案内以後納入してください。
（６）講習会受講資格は、講習修了までに検定受験資格を満たしていること。
（７）講習修了されますと、修了日より２年間実技試験が免除されます。
（８）講習会申込みに関して、ご不明な点は教育課までお問い合せください。

振興会教育課　ＴＥＬ ０８９－９５６－２１８１
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自動車整備士資格取得迄の流れ

◎自動車整備士資格取得の基本体系

受験資格有り 自動車整備士技能検定試験（国が行う試験）

学科試験合格

筆
記

口
述

実技試験合格

国
土
交
通
大
臣
よ
り

合
格
証
書
の
交
付

自
動
車
整
備
士

自動車整
備士技能
登録試験
（学科・

筆記）
合格

（筆記試験免除）

自動車整
備士技能
登録試験
（学科・

口述）
合格

（学科試験免除）

振興会技術講
習所または自
動車科等学校
修了者または

登録試験
（実技）合格

（実技試験免除）

受験資格有り 自動車整備士技能検定試験（国が行う試験） 国
土
交
通
大
臣
よ
り

合
格
証
書
の
交
付

自
動
車
整
備
士

学科試験合格 実技試験合格

自動車整備士技能
登録試験（学科）

合格

（学科試験免除）

振興会技術講習所
または自動車科等
学校修了者または
登録試験（実技）

合格

（実技試験免除）

※試験合格者、講習修了者の免除期間は２年間です。
※学科試験及び講習終了の前後は問いません。

☆一級の場合

☆二、三級及び特殊の場合
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自動車整備士資格取得迄の受験（受講）資格

２級整備士
（２級自動車シャシは除く）

１級整備士
受験資格

１
級
合
格

・３年以上の実務経験が必要

自動車整備専門学校卒業
（１級整備士養成課程）

１級整備士
受験資格

１
級
合
格

・卒業と同時に受験可能

自動車・機械科等に関する
課程を修了していない者

３級整備士
受験資格

３
級
合
格

・１年以上の実務経験が必要

２級整備士
受験資格

２
級
合
格

・3年以上の実務経験が必要

高等学校（機械科）卒業 ３級整備士
受験資格

３
級
合
格

２級整備士
受験資格

２
級
合
格

・２年以上の実務経験が必要

高等学校（自動車科）卒業 ３級整備士
受験資格

３
級
合
格

・卒業と同時に受験可能

２級整備士
受験資格

２
級
合
格

・２年以上の実務経験が必要

自動車整備専門学校卒業
（２級整備士養成課程）

２級整備士
受験資格

２
級
合
格

・卒業と同時に受験可能

※受験資格は試験日の前日までに満たせばよい。
※受講資格は講習修了までに満たせばよい。
※詳細は振興会教育課（０８９－９５６－２１８１）まで、お問い合わせください。

・6ヵ月以上の実務経験が必要

☆１級整備士受験資格（例）

☆３級、２級整備士受験資格（主な例）

— 5 —



— 6 —



— 7 —



整備作業実務経験証明書

受験者（受講者）氏名

生 年 月 日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

在 職 期 間

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日から

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで

（　　　　年　　　ヶ月）

事 業 場 の 職 種

□認証工場

【認証番号７０－　　　　　　　】

□特定給油所

【承認番号　　　　　　　　　　】

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

雇 用 形 態

作 業 内 容

上記の者は、当事業場に於いて上記の実務に従事して（いる・いた）

証明年月日　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

事業場名 
㊞

事業場所在地

証明者役職名

証明者氏名 
㊞
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Ⅱ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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Ⅲ．お知らせコーナー

振興会会長表彰候補者の推薦について
　優良従業員等の会長表彰を下記の要領で受付しますので「愛媛県自動車整備振興会表彰

規程」に基づき、該当者を別紙の「優良従業員等会長表彰推薦書」に「履歴書」を付けて

４月25日（水）までに各支部長宛に提出してください。
　なお、表彰式は６月８日（金）振興会定時総会当日行います。

支部名 支部長名 所属事業場 所　　在　　地 電話番号

東予 星川　　茂 ㈲星川モータース 四国中央市妻鳥町697番地4 0896-56-3514

今治 村上　則雄 ㈱波方自動車 今治市高部字馴合甲437-6 0898-41-7711

中予 山本　　貢 山本自動車工業㈱ 松山市美沢2丁目5-33 089-924-0220

西予 大塚　　兢 ㈲宇和大陽モータース 西予市宇和町下松葉356 0894-62-1515

南予 末廣　享三 ㈲末広モータース 宇和島市和霊元町4丁目1-8 0895-22-5450

愛媛県自動車整備振興会表彰規程
（目　　的）
第１条　輸送の重責を担う自動車業界にあって、整備業務並びにこれに関連した業務に精

励し、又は業界に寄与した功績顕著なる者。あるいは団体に対してこれを表彰し、関係

者全般の勤労意欲を高揚し、資質の向上を図ることを目的とする。

（表彰方法）
第２条　この表彰は、次の方法により行うことを原則とする。

１．表彰は毎年１回定時総会の当日に行うことを原則とする。

２．被表彰者は事業主、教場長又は支部長より推薦された者又は、団体は選考委員会に

おいて審議決定する。但し団体表彰の場合は役員会に付議することができる｡

（表彰資格）
第３条　被表彰者の資格は、次の各号一に該当する者とする。但し３～８号に係る者は､

３年以内に重大な交通違反をした者を除く。

１．顕著なる改造又は優秀なる創意工夫をなし業務上に貢献した者。

２．重大事故を未然に防止し又は重大事故に際し、特に適切なる措置を以て被害を最小

限度に止めた者。
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３．本会の会員事業場の事業主として、自動車整備業界の振興に著しく貢献し、会の運

営に功績のあった者。

４．会員の事業場の事業主及び従業員であって自動車整備に関し、会の名誉並びに地位

向上に著しく貢献した者。

５．他の模範として特に表彰に値し、年齢40歳以上の者。

６．従業員であって同一事業場に15年以上引き続き勤務し、年齢40歳以上の者｡

７．整備士講習所講師であって、永年勤続し、他の模範として表彰に値する者。

８．永年この業務に勤続し、平素の行状並びに業務能率極めて優秀である者。

９．ブロック又は支部等の団体であって、特に顕著な功績があり表彰に値する者。

（表彰手続）
第４条　表彰を申請しようとする者は、第１号様式による優良従業員等会長表彰推薦書に

履歴書一通を添えて、支部長経由で本部事務局に提出すること。但し、団体の場合は任

意様式により、団体名及び表彰に値する内容を詳しく記入し、支部長経由で本部事務局

に提出すること。

（表 彰 状）
第５条　第２条により表彰するときは、第３条６・８号の場合は第２号様式、７号の場合

は第３号様式による表彰状を授与する。但し、１～５・９号に該当する場合は本文に代

わって各々の内容を入れる。

（付　　則）
（１）第３条７号の永年勤続とは、講師にあっては、５年以上の者。

（２）第３条８号の永年勤続とは、

（イ）従業員（事業主を含む）であって20年以上勤務し、年齢40歳以上の者｡

（ロ）会社役員にあっては、15年以上（団体役員にあっては10年以上勤務し､年齢40歳

以上の者。）

（３）被表彰者には会長名による副賞を添える。

（４）本規程の改廃は理事会で行う。
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優良従業員等会長表彰推薦書

事 業 場

所 在 地

〒

名 称

代 表 者 氏 名

職 名

担 当 業 務

勤 続 年 数 　　　　　年　　　　　　か月

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 昭和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

表彰に値する
功 績 概 要

備 　 考

１、整備士にあっては、 備考欄に１級、 ２級、 ３級の取得年月日と種類を記入すること。

２、履歴書一通を添付すること。 勤務した全ての会社名並びに団体歴等を記入すること。

（このページをコピーして使用してください）
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タカタ製エアバッグの新たなリコール改修促進策
～未改修の車は、車検の有効期間が更新されなくなります～

決定の
お知らせ

　タカタ製エアバッグは、ガス発生装置（インフレータ）が異常破裂し、金属片が飛散する不

具合が発生しているため、平成21年以降リコールを実施していますが、昨年12月末現在で、自
動車メーカー９社、96車種、約113万台の未改修車があります。メーカーから交換部品の供給

が確保できたことに加え、一刻も早い改修が必要であることから、異常破裂する危険性が高い
未改修車については、車検で有効期間が更新されなくなります。

≪措置の概要≫
開始時期 平成30年５月１日

措置適用のタイミング

 申請窓口でＯＣＲシートを読み込むとき。

 （※ＯＳＳ申請の際には、運輸支局等が受付審査を行ったとき。）

措置の対象であった場合

 メーカー等が発行する『改善措置済証』を運輸支局等にて確認を行う。

 （改修の状況が、国土交通省や軽自動車検査協会のシステムに記録されます。）

『改善措置済証』の提出がない（システムに記録がない）場合

「提出書面不備」となり、自動車検査証の備考欄に措置の対象である旨の記載（手

書き等）と受付日付印を押印し、申請書と添付書類を申請者へ返却する。（放置違

反金滞納と同様の取り扱いになります。）

※指定扱いの場合は、保安基準適合証の有効期限が切れてしまう恐れがあります。
※持ち込み検査の場合は、検査日から15日以内であれば、検査票は有効なものと

して更新可能です。

≪会員の皆様にお願い≫
○車検に限らず、点検、整備、オイル交換またはイベント等でご来店の際には、「メーカー名」と「車

台番号」を確認し、未改修車両かどうかご確認ください。

○未改修車両であった場合は、すみやかにディーラー等に連絡のうえ、改修のスケジュール調

整をしてください。

≪検索システムについて≫
　メーカーのホームページのほか、日整連が作成した検索システムや検索アプリをご利用くだ

さい。日整連作成の検索システムへのリンクバナーを、振興会ホームページに表示しましたの

でご活用ください。
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振興会ホームページ（トップページ）

↓リコール情報検索システム（日整連）↓

スマートフォン・アプリもありますので、ご活用ください。

このバナーをクリックする
と、日整連の検索システム
が開きます。

メーカー名、車台番号を入
力して、『検索する』をク
リックしてください。
リコールの対象かどうか、
改修ができているかどう
か、表示されます。
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指定事業者の皆さんへ

平成29年度　指定事業者研修会の研修概要
（指定工場で管理・保存が必要なファイル類はありますか？第２話）

　前号に引き続き、『平成29年度　指定事業者研修会』で振興会からご案内しました内容

をとりまとめてご紹介します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（12）自動車検査用機械器具点検表
　検査機器管理規程に基づき、３ヶ月ごとに（オパシメータ・測定セル内の汚れの状

態にあっては１ヶ月ごとに）検査機器の点検をしなければなりません。オパシメータ

を新設された場合は、点検表にオパシメータの記録欄があるか、ご確認ください。

（13）自動車検査用機械器具校正記録綴
　工具協会による校正を受けた後は、機器台帳（第１号様式）に校正結果等について

記載し、指定自動車整備事業規則に基づき、校正に関する記録（校正結果証明書等）

を１年間保存しなければなりません。

（14）苦情処理簿
　近隣住民からの事業に関する苦情、お客様からの整備に関する苦情等あった場合に

は記録をして、再発防止に努めてください。（苦情はないに越したことはありません

が ･･･。）

（15）保安基準適合証授受出納簿
　振興会で購入した際には振興会が記録し、事業場で１冊使用終了した場合は事業場

で記録していただきます。稀に記載誤りがありますので、ご留意ください。（２．へ）

　今回ご紹介したものは、近年になって管理・保存するよう指導されたものもあります。

事業場に無い場合は、これからご用意いただいても結構ですので、ご確認ください。

　ご不明な点がございましたら、振興会・指導課までご連絡ください。
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２．保安基準適合証授受出納簿の記載方法
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平成30年２月吉日

会員各位

一般社団法人愛媛県自動車整備振興会

会　長　　日　野　利　一

二種養成施設における自動車整備士講習会の
受講料改定のお知らせ

前略　日頃は振興会事業にご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、近年、自動車業界における人材不足が取り沙汰されておりますが、振興会で実施

している自動車整備士講習会においても受講者が激減し開講も出来ない場合があり、短期

間で資格取得を目指す方にとってはお待たせするなど大変不利な状況が続いております。

当会と致しましても委員会等で対応策を検討してまいりました結果、少人数でも定期的に

開催できるよう受講料を改定することとなり、理事会で了承されました。

つきましては、平成30年度前期講習会（平成30年４月１日）より受講料を下記の通り改

定させていただきます。

何卒、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

草々

受講料改定（平成30年４月１日より） 会員料金【税込】

種　類 新 旧

１級小型 ８７，０００円 ６５，０００円

１級小型＋２級ガソリン補足、
２級ジーゼル補足

１３２，０００円 ９５，０００円

２級ガソリン、２級ジーゼル、２級二輪 ６３，０００円 ４３，０００円

２級シャシ ４５，０００円 ３０，０００円

基礎＋３級シャシ、３級ガソリン、
３級ジーゼル、３級二輪

６０，０００円 ４１，０００円
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自動車整備作業中の事故防止について

　平成29年度中に発生しました自動車整備作業中の事故について、日整連から情報提供が

ありましたので、取りまとめてご紹介します。

中国管内　【平成29年６月17日　午後２時ごろ発生（重傷）】

　トラックのキャビンを上げて整備作業中、何らかの原因でキャビンのロックが外れ、下

降してきたキャビンに挟まれ重症を負った。

北陸信越管内　【平成29年６月23日　正午ごろ発生（重傷）】

　男性工員が乗用車の完成検査中、完成検査場のピット手前にて、車台番号及びエンジン

型式の確認を行うために外したエンジンルームカバーを持ち、視界が不良な状態であるに

もかかわらずピットを跨ごうとしたところ、右足を踏み外し転倒したためピットの縁に腰

を強打し、重傷を負った。

北陸信越管内　【平成29年８月18日午前９時50分ごろ発生（重傷）】

　自社車両置場において事故車を積載車に一人で積み込んでいる最中に、車両牽引用フッ

クボルトが外れて車両が後退したため、車両を停止させようとした際に作業員が積載車か

ら落下し重傷を負った。

九州管内　【平成29年８月18日午後３時40分ごろ発生（重傷）】

　指定整備工場のブレーキテスタにおいて、ブレーキの事前点検を終了後にテスタを停止

させたところ、シフトレバーを N レンジにしたつもりが D レンジのままになっているこ

とに気が付かず降車し、ブレーキテスタの解除リフトが上がったときに車両が前進し、作

業者が挟まれ重傷を負った。
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関東管内　【平成29年８月27日午後１時35分ごろ発生（死亡）】

　二人作業で大型車の灯火等を点検していた際に、誤って車両を後退させたため、車両後

方で点検していた作業員が、当該大型車と後方駐車中の大型車との間に頭部を挟まれ、死

亡した。

北陸信越管内　【平成29年８月23日午前10時20分ごろ発生（重傷）】

　大型トラックの荷台に積まれたタイヤを降ろす際、あおり開閉補助具を使用しないで車

両左側のあおり（約1.5t）を一人で開けたため、急激にあおりが落下し、挟まれて重傷を負っ

た。

東北管内　【平成29年10月６日午後５時25分ごろ発生（死亡）】

　ロータリー式除雪車を一人で洗車中、回転しているローターに作業員が巻き込まれ死亡

した。

北海道管内　【平成29年12月20日午後１時10分ごろ発生（死亡）】

　大型バス車両を上げた状態で整備していたところ、回転していたドライブシャフトに作

業員が巻き込まれ死亡した。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、12件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　修理に出してもエアコンが直らない
平成29年８月25日　富山県　女性
車名：輸入車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
購入した時からエアコンが毎回壊れて、修理に出す

たびにお金を取られる。しっかり直してと伝えている

のに、すぐに壊れる。毎回お願いしているのに、実際

修理しているか疑問に思う。毎回修理に出す度に、違

う理由を言ってお金を取られるのに納得がいかないこ

とと、本当に修理しているのか分からないところに納

得がいかない。ちなみに現在も車両は修理入庫中。

【対応】
まず、毎回修理の理由が違うということなので、ど

のような修理がされているのか教えて欲しい旨伝え

た。因果関係があるものなのか、それぞれ独立した消

耗品などに問題がありそうか、修理内容で見ることが

できるかもしれないので教えて欲しいと伝える。これ

は後日連絡するそう。修理しているかどうかに関して

は、正直分からないので、一応了解を取ってディーラー

に確認させて貰うこととした。法令上問題があるわけ

ではなさそうなので、お願い程度のことしか出来ない

旨伝える。ディーラーのサービス部に電話したところ、

金額に関しては保証できる部分は保証で対応している

ので、保証で対応できない部分は料金を頂いている。

修理に関しても、基本的には実施しているのは当然の

話ですとのこと。対応をお願いしますと伝えると、そ

れは担当のフロントが対応しているので心配ありませ

んとのことで、改めて相談者に電話対応はなさそうな

返事であった。

Ｃａｓｅ２　下回りがガムテープで補修されている
平成29年９月４日　東京都　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
相談者は名乗らず。新車購入時より同じディーラー

で点検をしている。先日駅前のタワーパーキングに駐

車しようとしたら、「下回りにガムテープで補修され

ている所がある。危険なので停められない」と言われ

た。これは整備不良ではないか。

【対応】
前回の点検から半年以上経過している模様。自分で

下回りを確認していないし、まだディーラーには連絡

していないということ。ガムテープでの補修など考え

られないので、いつものディーラーで確認して貰うよ

う指導。以降、連絡はない。

Ｃａｓｅ３　走行中エンストするのは、無償修理で対
応するべきではないか？
平成29年９月７日　富山県　男性
車名：ＳＵＶ　　登録年月：平成18年
走行距離：13万㎞

【相談】
平成18年式、走行距離約13万㎞の車両で、ここ２ヶ

月で10回くらい走行中にエンストした。エンスト時は

すぐにシフトレバーをＮレンジに移動させ再始動して

いる。交差点で左折時など、低速でハンドルを切った

ときに発生する。購入したディーラーに持って行き無

償修理を依頼すると、「保証期間が過ぎているので有

償になります」とのこと。また、複数箇所に原因があ

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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る場合、一箇所を修理しても完治しない。複数箇所修

理しないといけない場合があると言う。これはおかし

いのではないか？メーカーは「こんな不具合現象の場

合は、この部位に不具合がある」といったデータを持っ

ていないのか？無償修理をするべきではないか？メー

カーは何年、何万㎞走るとどこが故障するというデー

タを持っていて、それに対応した定期交換部品を交換

し予防すれば、このような故障は防げるのでなない

か？という相談。

【対応】
保証期間が過ぎている場合、無償修理は難しいと思

われる。故障箇所の特定も、不具合現象からある程度

実績に基づいたデータがあるかもしれないが、絶対で

はないので、一箇所を修理しても完治しない場合があ

り、その次は可能性の高い部位から修理するとディー

ラーは説明したと思われる。経過年数、走行距離に関

する故障データは、ある程度あるかもしれないが、車

両の使用状況によっては千差万別でひとくくりにはで

きず、この部品を定期交換すれば故障はしないとは言

い切れない。いずれにせよ、無償で修理して貰いたい

場合はディーラーと交渉するしかない。当整備相談所

は相談者に代わって交渉することはできない、と説明。

すると、「やはりディーラーに行って交渉するしかな

いですね」と納得された様子で、相談を終える。

Ｃａｓｅ４　車検整備時、スパークプラグは１本しか
点検しないと説明された
平成29年９月11日　長野県　男性
車名：ワンボックス　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
平成27年３月に５年のリースで他県の中古車販売店

で購入し、同店の整備工場で車検を受けて引き渡され

る。平成28年３月に県内の整備工場で車検を受け、平

成29年３月にも同じ工場で車検整備を行った。同年９

月にスパークプラグ不良により、ＪＡＦのレッカー移

動で最寄りのディーラーに移送された。この時点で車

検を実施した工場から車検整備時、プラグは１本しか

点検しないと説明される。修理見積りは30～40万円。

車検時にプラグの全数点検を行っていたらプラグの緩

みが発見できており、購入した中古車店へ請求できた

と思う。どうやって修理代を工面すれば良いのか。何

とかして欲しい。

【対応】
本事例は、今回相談を受ける３日前に、当該事業場

の社長から振興会に相談あり。

＜相談内容＞
他社にて中古車を購入したお客様の車が、当社で車

検整備後２番シリンダのスパークプラグが抜けてし

まった。当社では、車検整備時１番シリンダのスパー

クプラグしか取り外して点検しない。他のシリンダの

スパークプラグはエンジンの振れ、排気ガス濃度等で

判定して、不調な場合は全数チェックを行う。整備の

場合、スパークプラグは全数チェックしなければなら

ないのか。点検要領等には全数チェックと明記されて

いない。今の車は全数チェックしていると時間がかか

りすぎて台数をこなせない。振興会の見解はどうか、

また、他社での車検整備の方法はどの様であるか教え

ていただきたい。今回は当社で脱着していないので、

当社の責任にされたくない。

＜回答＞
スパークプラグは全数チェックが基本。他社の

チェック方法は把握していない。貴社の方法の場合は

お客様に説明を必要とし、お客様より了解を得る必要

がある。記録簿に記載もなく、トラブルが発生した時

点で説明するのは、お客様は納得しないと思う。今回、

当該ユーザーから相談所に相談が入った旨、社長に伝

えたところ、「当社のミスを認め、全額保証する方向

で進めている。相談者にもそのように伝えてある」と

のことであった。

Ｃａｓｅ５　交換前の元の部品を返して欲しい
平成29年９月14日　長野県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明
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【相談】
中古車を購入。リコールもあったので、取り扱い

ディーラーへ整備に出したが、その際、部品の交換（マ

フラー、ブレーキローター、オイルクーラー）もお願

いした。交換済部品を返してくれるよう話をしたが、

処分したと言うことで返してくれなかった。事前に交

換部品の処分については話がなかった。元の部品は自

分に所有権があるのに勝手に処分されてしまった。部

品代は23万９千円かかっている。業界団体としてどの

ような指導をしているのか。リコールもきちんと実施

されているか不安である。盗難、窃盗ということで警

察にも話はした。

【対応】
整備振興会として交換部品の処分方法等について

は、事業者指導をしている旨伝えた。個々にきちんと

実施されているか確認もしないで責任逃れで、いい訳

ではないかと言われたが、振興会の立場を説明した。

＜ディーラー確認内容＞
車は大手中古車販売店が販売。中古車販売店の保証

で修理するとのことで概算見積りをして販売店、ユー

ザー共に了解後、部品交換実施。約１ヶ月後、本人が

来店し交換部品を返して欲しい旨申し出があったが、

既に処分してしまい返却することができないことを伝

えると、ショールームにおいて長時間にわたり苦情を

言い、営業妨害のような状況であった為警察に連絡。

警察がユーザーを説得するが営業時間終了後も店舗に

いた為、後日、警察署において話をすることとなって

いる。（部品代は中古車販売店の保証で行った為、ユー

ザーの金銭的な負担はない。販売店が返金するので車

を戻して欲しい旨伝えるが、応じて貰えない。また、

本件の後、他の事業者と問題を起こしているとのこと）

その後の連絡では、裁判をするとのことであった。ま

た、運輸支局にも相談者は申し立てたが、支局におい

て関係書類を確認した結果、法令上の問題が無かった。

そのことを支局から当人には報告済。

Ｃａｓｅ６　車検から戻ってきたら室内がガソリン臭
く乗っていられない
平成29年９月22日　大阪府　女性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
日頃からオイル交換などをして貰っているガソリン

スタンドに、車検をお願いした。納車後に車に乗った

ら気分が悪くなる位ガソリン臭くて、そのままスタン

ドに持って行き苦情を言った。最初の対応は、「お客

様がこぼしたのではないですか？」と言われ少し口論

になった。調べて貰うと、スタンドの人がオイル交換

時に室内にオイルをこぼしたのを清掃するために、ガ

ソリンで拭き取ったとミスを認めた。預かってキッチ

リ清掃するので代車に乗ってくれとのことで数日預け

た。作業完了後スタンドの人と臭いの確認をしたが、

少しマシになった程度で文句を言ったら、「１週間乗っ

たら臭いは消える」と様子見的なことを言われた。受

け取って乗っていたが、翌日から以前よりひどい臭い

になり、主人と荷台を見たら敷物のスポンジ、純正じゅ

うたんの綿にガソリンがしみ込んでおり拭き取ったタ

オルが絞れるくらいであった。直ぐにスタンドに行き

説明を求めた。「敷物と床を高圧洗浄機で洗ったので

臭いも消えている。過剰要求じゃないのか。じゅうた

んが湿っているのは特殊な洗剤でそのうちに乾く。店

で出来るのはここまでで、文句があるなら本社に電話

してくれ」とのこと。本社の担当者に電話した。初め

は誠意ある対応だったが、担当者自身が入院するらし

く他の人は対応できないのでしばらく保留だと言われ

た。文句を言ったら「法的な手続きをとるぞ」と言わ

れた。どこかに相談する窓口はないかと調べたら、振

興会の電話番号が載っていたので電話した。

【対応】
振興会の立場と、ガソリンスタンドが会員外なので

相談者の話しを聞くだけになってしまうと説明。消費

生活センターの電話番号を教えて相談を終えた。
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Ｃａｓｅ７　シートには傷、塗装２箇所には気泡が
入っていた
平成29年10月３日　香川県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
先月初旬、当会会員ディーラーへ板金とバンパーの

交換を依頼した。作業はディーラー外注先の板金工場

で実施した。10日程で作業が完了したが、車を見ると

シートに接着剤が付着していたため、ディーラーに苦

情を言い板金工場で除去して貰ったが、その際、シー

トに傷を付けられた。このためシートの交換をお願い

したが、新品は生産中止になっており、中古も手に入

らない状況だと言われた。シートの交換が出来ないの

であれば、ディーラーの社長に一筆謝罪文を書いて欲

しい。また、数日後、ＧＳへボディコーティングに

行ったら、塗装２箇所に気泡が入っているのが分かっ

た。クレームを告げるとディーラーの担当者と板金工

場の社長が菓子折りを持参し、「穏便に」と言われたが、

再度、塗装をやり直して貰いたい。しかし、同ディー

ラーには任せたくないので別のディーラーに依頼した

いが、それは出来ないと言われている。１ヶ月近く経

過しているので早く決着したい。

【対応】
ディーラーの担当者に相談内容を確認したところ、

ほぼ相談内容に間違いなく、現在シートを探している

が見つからないとのこと。このことは相談者も連日来

店するので伝えているとのこと。塗装については、相

談者には伝えていないが、他のディーラーで再塗装す

ることを承諾する方向で社内では話し合ったらしい。

基本的に塗装への気泡の混入については塗装をやり直

し、本来あるべき品質が欠けている状態では請負契約

債務不履行になりかねないので中等レベルの品質に改

善する必要があること、また、相談者が他のディー

ラーで再塗装するのであれば、その費用が相当な金額

であるかぎり賠償する必要もあるのではないかと説明

し、いずれにしても早急に対応してくれるようお願い

した。その後、相談者から連絡があり、シートは結局

見つからず、塗装は再度、ディーラーでさせて欲しい

と言われているとのこと。塗装について、当会では責

任は取れないが、もう一度任せてみてはどうか、それ

で納得できなければ、その時、他店へ持ち込むことを

承諾するよう念押ししてはどうか、とアドバイス。相

談者は検討してみると言って、電話を切った。

Ｃａｓｅ８　整備ミスが原因で走行中エンストし再始
動できなくなった
平成29年10月５日　大阪府　男性
車名：トラック　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
１ヶ月ほど前にＭ店で車検をしたのに走行中にエン

ストし、再始動できなくなったのでレッカーでディー

ラーに持ち込んだ。ディーラーで点検して貰ったら噴

射ポンプが目詰まりで、燃料フィルター交換時にフィ

ルターケース内に溜まったゴミを清掃せずに組み付け

たのが原因だった。Ｍ店の社長と一緒にディーラーに

見に行って説明を受けたのに、「親父からの40年の取

引だが、Ｍ店の整備を信用して貰えないのなら年内

いっぱいで取引をやめる」と自分の整備ミスを認めな

い。Ｍ店も息子の代に替わってから何かとトラブルが

増えたので取引の打ち切りは良いが、今回の車検後の

故障は納得いかない。今回の故障が整備ミスであると

証明してくれる公的機関を教えて欲しい。

【対応】
振興会の立場と、証明できるところではないことを

説明した。相談者は、「友達の弁護士に相談し、証明

してくれる機関を探して貰います」と言って、相談を

終えた。

Ｃａｓｅ９　燃料計が直らず、最後にはもう来ないで
欲しいと言われた
平成29年10月10日　兵庫県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明
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【相談】
他県を旅行中に車が突然止まってしまい立ち往生し

た。再始動しなかった為、ＪＡＦに依頼し、近隣のサ

ブディーラーへレッカー移動して貰うこととなった。

整備工場での診断結果はガス欠ということで、燃料を

入れるとすぐに再始動できた。ただ、燃料計がゲージ

の中央より少し下ぐらいで止まってしまい残量が分か

らなくガス欠になってしまったようだ。帰れないこと

もなかったが、道中が不安なので修理をお願いして後

日引き取りに行った。フューエルタンク内のセンダ・

ユニットを交換して修理完了との事で引き渡され、整

備工場を後にした。その後それなりの距離を走っても

燃料計はまったく変化がなかった為、整備工場に戻り

苦情を伝え再修理の依頼をした。そんなやり取りが計

３回続き、最後にはうちでは分からないのでもう来な

いで欲しいと言われたそうだ。相談者もその対応をと

てもおかしいと思ったが他県に通うのも無駄に思え、

１回分だけの修理代金を支払いあきらめるように帰っ

てきたそうである。直らない不具合などあるのだろう

か、そして対応に問題はないのだろうか？とにかく

色々聞きたい、という問い合わせ。

【対応】
まずは振興会の立ち位置や成り立ちを説明し、でき

ることできないことを理解して頂き、詳細を聞くこと

から始めた。県外の整備事業者なので直接話を聞くこ

とはできないが、当該県の相談所を通じてなら可能と

いうことを伝えた。相談者としては終わったことはも

う拘らないので、事業者への連絡は必要ないというこ

とであったが、やはり整備事業者はそんな対応するの

が普通なのか？と聞かれたので、ほとんどの整備工場

は真摯にユーザーと車に向き合い不具合の症状を確認

する為に努力されていると伝え、相談者には理解して

頂いた。ただ、今回のやりとりで相談者は業界全体へ

の不信感を持ってしまったことは事実で、大変残念な

ことである。そのやり取りの中でお聞きした内容は、

その整備事業者は２回もフューエルタンク内のセン

ダ・ユニットを交換し、それで直らないのでメーター

内のフューエル・ゲージも交換していたということで

あった。それでお手上げと言われては相談者としては

たまったものではない。いつもより詳しく構造上のこ

とや原因の可能性について話をして、まだまだ見る部

分はあると伝え、自分で作業するのは難しいので信用

のおける整備事業者へ依頼することをお勧めして、相

談者近隣の当会整備事業者を検索して貰うこととなっ

た。この度、インターネット検索で整備相談所を見つ

け電話したが、色々なことを教えて貰え、信用のでき

る整備事業者との橋渡しとなってくれて助かったと

言って、電話を切った。後日、相談者から無事に修理

が完了したと連絡が有り、とても安心した。

Ｃａｓｅ10　本社と営業所でオイル交換の請求方法
が違う
平成29年10月10日　香川県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
今まで当会会員工場でボトルキープ会員となりエン

ジンオイルを交換してきた。オイル交換１回あたり、

３．５Ｌ必要だった。引っ越すことになり、別の整備

工場でオイル交換したら３．２Ｌ分を請求されたので

確認すると、「この車のオイル量は３．２Ｌが規定値で

す」と言われた。このことを当会会員工場に伝えると、

「３．２Ｌでも３．５Ｌ分を貰っている」と言われたた

め、当会会員工場の本社へ連絡すると「３．２Ｌの場

合は３．２Ｌ分を貰っている」と言われた。本社と営

業所で対応が違うのはおかしいのではないか。今まで

の差額については、エレメントをタダで交換して貰う

ことで了承したが、今後このようなことがないよう指

導して欲しい。

【対応】
会員工場の本社へ相談内容を伝えると、通常は少な

めに請求するよう各店舗に周知しているが、末端まで

伝わっていなかったようで再度周知徹底することを約

束された。
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Ｃａｓｅ11　輸入車のトランスミッションが３年半
で故障した
平成29年10月13日　東京都　女性
車名：輸入車　　登録年月：平成25年
走行距離：35,000㎞

【相談】
消費生活センターからの問い合わせ。ユーザーは新

車で購入。３年半乗ってトランスミッションが故障。

走行距離は３万５千㎞。ユーザー曰く、３年のメーカー

保証を過ぎているので自己負担になる。国産車は壊れ

ないのに、こんな耐久性でいいのか。

【対応】
国産車と輸入車で耐久性に違いがあるかどうかは、

データなどがないので判断できないが、ヨーロッパと

日本では想定されている使用状況が違うと思う。それ

ぞれの国にあった設計と思われる。今回の件は走行距

離が少ないとは思えず、使用状況次第では国産でも有

り得るのではないか。ディーラーからは走行1,000㎞の

中古部品の提案があったとのことで、良心的な対応と

思われる旨を伝達。相談者には、ディーラーの提案を

よく聞くようにアドバイスをお願いした。

Ｃａｓｅ12　先月再び、大型トレーラーのブレーキが
効かなくなった
平成29年10月20日　大阪府　男性
車名：トラック　　登録年月：平成24年
走行距離：不明

【相談】
平成27年８月、走行中にフットブレーキが効かなく

て事故を起こしそうになり、トレーラーブレーキで何

とか停止できた。ディーラーＹ店に預けたところ、ダ

イアグに残っていた信号からコンピューターとキャン

コンピューターを交換したが、電子制御が故障しても

機械的なブレーキは効いたはずだと嘘つき呼ばわりさ

れた。メーカーから技術者が来てテストしてくれたら

しいが、「ブレーキは効かなくなることはありません」

と言われた。今年の９月19日、名古屋で２年前と同じ

ようにモニターに数個のランプが点いて『危険』の表

示が出た後にブレーキが効かなくなったので、そのま

ま近くのディーラーに持ち込んだ。テスターで点検し

て貰うと全国のディーラーで修理歴が見えるらしく、

「２年前に交換した物と同じ部品が悪いと表示されて

いるので、交換が必要です。大阪で前回取り替えてい

るので、大阪で見て貰って下さい」と言われた。その

まま自走で大阪まで戻りディーラーＹ店に入庫し、２

年前に交換した部品を再び交換して貰った。一度キー

をＯＦＦするとトラブルは解消するので一旦乗って

帰った。１ヶ月経過したが、今後の修理の方向性の連

絡もなく安心して乗ることが出来ず困っている、との

相談。

【対応】
振興会の立場をご説明し、メーカーの相談窓口に電

話する事をご提案。また、相談者の承認を貰い、ディー

ラーＹ店に電話した。サービスフロントから、「故障

の経緯と部品の交換等はお客様の説明通りです。その

都度サービス側からご説明していましたが、先月の不

具合の再発後にお客様から新車の代替えの話が出たの

でセールスと支店長が話をしていると聞いています。

修理の方向性もメーカーを巻き込んでほぼ決まってお

り、入庫日の返事待ちです。支店長、スタッフは車の

整備的な知識がないので詳しい説明が出来ていないの

だと思います。工場長が長期で休職しているし、お客

様も“不安で乗っていられない”とのことなので、支

店長にこのことを報告してサービス側からお客様に連

絡するようにします」との説明を受けたので、ここで

電話を終えた。
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環境家計簿システムで省エネしませんか？
～ＣＯ２排出量を削減することは、経費削減にもつながります。～

《環境家計簿システムとは？》

インターネットを活用して、あなたの事業場の消費エネルギーの使用量を入力するこ

とで、事業場からの二酸化炭素排出量が容易に把握できるとともに、他の事業場の平均

値と比較できます。

月毎にエネルギー消費量、ＣＯ２排出量を算出し、実績の把握と分析に活用するとと

もに、省エネルギー目標を定めましょう。

《入力項目は？》

電気、都市ガス、ＬＰガス、灯油、ガソリン、軽油、重油、入庫台数

《閲覧機能は？》

エネルギー使用量、ＣＯ２排出量

まずはコチラのバナーを
クリックしてみてください！
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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技術相談窓口名簿訂正のお願い
　昨年７月にお届け致しました技術相談窓口名簿に変更が生じたため、各項目の訂正をお願い
いたします。

（P1）平成29年９月20日現在

ディーラー名 愛媛トヨペット 株式会社   サービス本部 担当者名
城戸　　浩
佐藤　威瑞

電 話 番 号 ０８９－９７２－０４２６ ＦＡＸ番号 ０８９－９７３－６８０１

扱 い 車 種

セルシオ、アバロン、ソアラ、マークⅡ、コロナ、エクシブ、サイノス、ハリアー、
コルサ、カルディナ、トヨエース、ハイエース、イプサム、プログレ、プラッツ、
キャミ、ツーリングハイエース、グランドハイエース、アルファード、
イスト（マイナーチェンジ前）、プレミオ、プリウス（20系以降）、マークＸ、ポルテ、
ラクティス、ベルタ、サクシード、ラッシュ、ブレイド、ヴァンガード、８６、
ＰＨＶ、プリウスα、アクア、アベンシス（ZRT272：2011.6～）、ピクシスシリーズ（軽）
ＳＡＩ、オーパ、コンフォート、オーリス（2016.4～）、タンク、シエンタ（現行モデル）、

エスクァイア、 CH-R　→　C-HR　（変更）　新型カムリ（H29.7～）（追加）

定 休 日 月曜日

（P3）平成29年９月20日現在

ディーラー名 株式会社ホンダ四輪販売四国　松山久米店 担当者名 門屋　　太

電 話 番 号 ０８９－９５８－６８００ ＦＡＸ番号 ０８９－９５８－６８０１

ディーラー名 株式会社ホンダ四輪販売四国　今治産業道路店 担当者名 河野　宏幸

電 話 番 号 ０８９８－４８－２９３４ ＦＡＸ番号 ０８９８－４８－２４９３

扱 い 車 種 全車種

定 休 日 水曜日

（P3）平成29年９月20日現在

ディーラー名 株式会社西四国マツダ　サービス統括 担当者名 左脇　　貢

電 話 番 号 ０８８－８８３－９１２０ ＦＡＸ番号 ０８８－８８３－９１２６

扱 い 車 種 マツダ全車種

定 休 日 火曜日
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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インターネットを利用して

自動車整備に必要な情報をゲット！！

ＦＡＩＮＥＳでできること

・メーカーのマニュアルが直接閲覧できる。

・故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる。

・各車種の主要諸元値、点検基準値、標準作業点数が確認できる。

・リコール情報が入手できる。

・ｅｔｃ・・・。

入会金（初回のみ）	 １２，０００円

基本料金（月額）	 １，３００円	（３カ月毎の引き落とし）

FAINESに関するお問合せは、自動車整備振興会技術・教育課まで。

※	表示金額は全て消費税抜きの金額です
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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街頭検査実施結果のお知らせ

　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆
様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守
管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご
報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　平成30年２月７日（水）　13時30分～15時30分
実施場所　　松山市堀江町　県道347号　栗井坂付近（今治から松山方面）
協力支部　　中予支部（北条ブロック）
出動人数　　国土交通省２名、警察３名、自動車機構１名、軽検査協会１名
　　　　　　振興会会員６名、振興会事務局１名

合計出動人数　14名

検査車両数　　　　　　　　36台
不良車両数　　　　　　　　２台 …………不良車両数の割合5.6％
整備命令交付車両数　　 　０台
検査証有効期間切れ車両数 １台
定期点検整備未実施件数 10件……未実施車両数の割合27.8％
特種車両警告書件数 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数） ２件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数） ０件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
◦電気・灯火類　　　　　２件 ※合計不良箇所件数　   ２件

Ⅴ
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平成29年度　検査台数報告

（平成30年１月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

１月 299 436 14,286 1,697 14,585 2,133 159,147 25,813

対前年同月比 97.7% 90.6% 88.3% 86.4% 88.5% 87.2% 98.8% 97.4%

前年同月 306 481 16,173 1,964 16,479 2,445 161,084 26,513

軽自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

１月 364 189 13,939 2,844 14,303 3,033 139,960 31,167

対前年同月比 114.5% 107.4% 100.8% 94.8% 101.1% 95.5% 105.0% 100.0%

前年同月 318 176 13,828 3,001 14,146 3,177 133,292 31,154

登録車・軽

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

１月 663 625 28,225 4,541 28,888 5,166 299,107 56,980

対前年同月比 106.3% 95.1% 94.1% 91.5% 94.3% 91.9% 101.6% 98.8%

前年同月 624 657 30,001 4,965 30,625 5,622 294,376 57,667
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　  年　  月の30　 １

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 315,849 402,768 491,508 254,283 1,464,408
前 月 末 車 両 数 315,854 403,612 492,205 254,764 1,466,435

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,347 1,980 2,272 1,185 6,784
当　 月 1,469 1,817 2,234 1,188 6,708
前 月 比 109.1 91.8 98.3 100.3 98.9

中
　
古

前　 月 460 616 635 315 2,026
当　 月 385 502 502 260 1,649
前 月 比 83.7 81.5 79.1 82.5 81.4

計
前　 月 1,807 2,596 2,907 1,500 8,810
当　 月 1,854 2,319 2,736 1,448 8,357
前 月 比 102.6 89.3 94.1 96.5 94.9

抹 消 登 録 1,575 2,070 2,396 1,050 7,091
管 轄 変 更（ 入 ） 583 1,024 1,034 370 3,011
管 轄 変 更（ 出 ） 672 1,169 1,220 582 3,643

小 型 二 輪 車　 増 減 －19 6 －7 0 －20
当 月 末 車 両 数 316,025 403,722 492,352 254,950 1,467,049

対 前 年 同 月 比 100.1 100.2 100.2 100.3 100.2
対 前 月 比 100.1 100.0 100.0 100.1 100.0

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 309,026 385,929 532,478 312,237 1,539,670
前 月 末 車 両 数 309,761 387,346 534,578 313,006 1,544,691

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,078 1,630 1,852 1,203 5,763
当　 月 1,202 1,786 2,230 1,353 6,571
前 月 比 111.5 109.6 120.4 112.5 114.0

中
　
古

前　 月 360 430 562 401 1,753
当　 月 373 434 553 347 1,707
前 月 比 103.6 100.9 98.4 86.5 97.4

計
前　 月 1,438 2,060 2,414 1,604 7,516
当　 月 1,575 2,220 2,783 1,700 8,278
前 月 比 109.5 107.8 115.3 106.0 110.1

検 査 証 返 納 1,424 1,776 2,368 1,425 6,993
転 入・ 転 出 11 －251 94 －115 －261

軽 二 輪 車　 増 減 16 －1 －16 4 3
当 月 末 車 両 数 309,939 387,538 535,071 313,170 1,545,718

対 前 年 同 月 比 100.3 100.4 100.5 100.3 100.4
対 前 月 比 100.1 100.0 100.1 100.1 100.1

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 624,875 788,697 1,023,986 566,520 3,004,078
前 月 末 車 両 数 625,615 790,958 1,026,783 567,770 3,011,126
当 月 末 車 両 数 625,964 791,260 1,027,423 568,120 3,012,767

対 前 年 同 月 比 100.17 100.32 100.34 100.28 100.29
対 前 月 比 100.06 100.04 100.06 100.06 100.05

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅶ.

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
追録第17号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第16

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５

番窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただき

ますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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vol.1

VOL.3
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定価の約２割引きにて
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となりやすいため
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. １６

（１. １６～２. ３５）
１. １６

（１. １６～２. ３５）
２月９日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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中小企業信用保険法第２条第５項第５号
（セーフティネット保証５号）に基づく
指定業種のお知らせ

（平成30年１月１日～平成30年３月31日）

　中小企業庁より、平成29年度第４四半期（平成30年１月１日から３月31日）に対象とな

る指定業種が公表され、自動車一般整備業（自動車分解整備業を含む）が継続指定される

ことになりましたので、お知らせいたします。
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メンテナンス
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分か
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９



点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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￥9,800 ￥10,584
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いることと思います。
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（税別）
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平成30年２月28日
組合員各位

愛媛県自動車整備商工組合
ＴＥＬ：089－956－7677
ＦＡＸ：089－914－8412

事業課 　新野　真太郎

梅花の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、
厚く御礼申し上げます。

さて、愛媛県自動車商工組合では、オートバイ用のエンジンオイルを扱っています。以下に簡単に
ご紹介いたします。

Gulf オイルは、鉱物油であり、ゴムシールが合成油に対応していない旧車等に最適です。
SUNOCO REDFOX オイルは、最新の JASO MA2 規格を取得していながら、異なる粘度をブレン

ドしてオリジナルの粘度セッティングも可能です。また、金属面に結合するエステルをベース又は配
合しているので、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。

SUNOCO は、適合や油量等の疑問点はコールセンターにて対応可能となっていますので、安心して
ご使用いただけます。

商工組合では、現在「年度末キャンペーン」を実施しており、３月22日まで５％オフにてご提供さ
せていただいていますので、お得に購入することができます。この機会に一度ご利用くださいますよ
うお願い申し上げます。

送料について
・ Gulf 商品（LLC・オイル等含む）は、合計２ヶ口まで400円（税別）、３ヶ口以上無料。
・ SUNOCO は、１個口の場合は送料800円（税別）、２個口以上無料。

コールセンター 受付時間

SUNOCO 0120－12－4130 10：00〜20：00（１／１、指定日除く）

ブランド名 ５％ OFF 組合員価格（税込）
SUNOCO （スノコ） １ケース（１L ×10） ペール

R
レッドフォックス
EDFOX R

レ ー シ ン グ
ACING &

＆
 S

ス ポ ー ツ
PORTS

（粘度セッティング可能）

【エステルベース全合成油】

0W-30

￥14,155
（￥15,287）

￥25,935
（￥28,009）

10W-40

15W-50

R
レッドフォックス
EDFOX C

コ ン フ ォ ー ト
OMFORT &

＆
 S

ス ト リ ー ト
TREET

【エステル配合部分合成油】

10W-40 ￥8,170
（￥8,823）

￥11,927
（￥12,881）15W-50

Gulf （ガルフ） ペール ドラム

プロテクノＧＰ

【鉱物油】

10W-40 ￥6,840
（￥7,387）

￥58,140
（￥62,791）15W-50

— 83 —





12,881



平成30年３月22日
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